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相模原市いじめの防止等に関する条例 

 子どもは未来の希望であり、社会のたからです。かけがえのない存在である子ど

もの心と体に深刻な影響を与えるいじめは、私たちの社会にあってはならないもの

です。 

 いじめは絶対に悪いという考えを基本にして、いじめを防止し、次代を担う子ど

もが生き生きと、安心して生活し、学ぶことができる環境を整えることは全ての市

民の願いです。 

 私たちは相互に尊重しあえる社会の実現を目指し、いじめの根絶に取り組むに当

たってのいじめの防止等についての基本理念を明らかにして、市全体でいじめの防

止等のための対策を推進するため、この条例を制定します。 

(目的) 

第１条 この条例は、児童等に対するいじめの防止等(いじめの未然防止、いじめ

の早期発見及びいじめへの対処をいいます。以下同じです。)に係る基本理念を

定めるとともに、いじめの防止等に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、市、学校、保護者、市民、関係機関及び関係団体等の連携の下、いじめを

なくし、児童等が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的と

します。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによります。 

（１）いじめ 児童等に対して、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が

行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われる



ものを含みます。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を

感じているものをいいます。 

（２）学校 市内に所在する学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定す

る小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除き

ます。)をいいます。 

（３）市立小中学校 学校のうち、市が設置した小学校及び中学校をいいます。 

（４）児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいいます。 

（５）保護者 親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人)をいいま

す。 

（６）関係機関 いじめの防止等に関係する市以外の行政機関をいいます。 

（７）関係団体等 市内で事業を行う個人、団体又は法人並びに自治会活動、スポ

ーツ、文化、芸術その他の活動を行う個人又は団体をいいます。 

（８）重大事態 いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた

疑い又はいじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている疑いがある事態をいいます。 

 (基本理念) 

第３条 いじめは絶対に悪いという考えを基本に、市、学校、保護者、市民、関係

機関及び関係団体等の連携及び協力の下、いじめを未然に防止し、児童等が安心

して生活し、学ぶことができる環境が整えられなくてはなりません。その上で児

童等の相互に尊重し合う意識及び態度を育て、一人一人の尊厳を大切にする社会

を実現するため、それぞれがその責務及び役割を自覚し、迅速かつ組織的にいじ

めの防止等に市全体で取り組むことを基本理念とします。 

 (市の責務) 

第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、いじめの防止等に関する施策を

総合的に策定し、及び実施しなければなりません。 

(市立小中学校の責務) 

第５条 市立小中学校は、あらゆる教育活動を通して、当該市立小中学校に在籍す

る児童等(以下この条において「在籍児童」といいます。)に対し、豊かな情操と

道徳心を培い、自他の生命を大切にする心、自他の人権を守る心を育むとともに、

在籍児童のいじめの防止等に資する主体的な活動の促進及び支援をするよう努め

るものとします。 



２ 市立小中学校は、いじめを行い、又はいじめを受けた在籍児童への適切な指導

及び支援を行うとともに、保護者の理解と協力を求めるよう努めるものとします。 

３ 市立小中学校は、いじめを未然に防止し、又は早期に発見するための相談体制

及び在籍児童が安心して相談することができる相談環境を整備するとともに、い

じめを把握した場合には、その解決に向け、速やかに当該学校全体で組織的に対

応するものとします。 

(保護者の責務) 

第６条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保

護する児童等の心情の理解に努め、当該児童等が心身ともに安心して過ごせるよ

う努めるものとします。 

２ 保護者は、いじめを発見し、又はいじめの疑いがあると認めるときは、市、学

校又は関係機関に相談し、若しくは通報して支援を求めるものとします。 

３ 保護者は、学校が行ういじめの防止等に関する措置に協力するよう努めるもの

とします。 

 (市民及び関係団体等の役割) 

第７条 市民及び関係団体等は、地域において児童等に対する見守り、声かけ等を

行うとともに、市、学校及び保護者と連携し、及び協力して、児童等が安心して

過ごすことができる環境づくりに努めるものとします。 

２ 市民及び関係団体等は、いじめを発見し、又はいじめの疑いがあると認めると

きは、速やかに、市、学校又は関係機関に情報を提供するよう努めるものとしま

す。 

(児童等の役割) 

第８条 児童等は、互いに思いやり、ともに支え合いながら、いじめのない学校生

活を送ることができるよう努めるものとします。 

(児童等及び市立小中学校への配慮) 

第９条 市は、いじめの防止等に関する施策の推進に当たっては、関係する市立小

中学校の教育活動並びに児童等及びその家族の生活に十分に配慮しなければなり

ません。 

(市基本方針の策定) 

第１０条 市は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため

の基本的な方針(次条において「市基本方針」といいます。)を策定するものとし



ます。 

(学校基本方針の策定) 

第１１条 市立小中学校は、市基本方針を参酌し、当該学校の実情に応じたいじめ

の防止等の基本的な方向や取組を定めた方針(次項において「学校基本方針」と

いいます。)を策定するものとします。 

２ 市立小中学校は、学校基本方針を策定したときは、これを公表し、保護者及び

地域の住民の理解及び協力が得られるよう努めるものとします。 

(相談体制の整備) 

第１２条 市は、いじめに関する相談、通報等に速やかに対応するとともに、児童

等、保護者その他のいじめの防止等に関わる者が安心して相談、通報等ができる

よう効果的な相談体制を整備するものとします。 

(財政上の措置等) 

第１３条 市は、この条例の目的を達成するため、財政上の措置その他の必要な措

置を講ずるものとします。 

(組織) 

第１４条 市は、いじめの防止等に関係する関係機関及び関係団体等の連携を図る

ための組織を整備するものとします。 

２ 教育委員会は、いじめの防止等に関する施策を実効的に行うための組織を整備

するものとします。 

(重大事態への対応) 

第１５条 市立小中学校又は教育委員会は、重大事態が発生したと認めるときは、

その事態に迅速かつ組織的に対処するものとします。 

２ 市立小中学校又は教育委員会は、重大事態が発生したと認めるときは、市立小

中学校にあっては教育委員会を通じて、教育委員会にあってはその旨を市長に報

告するとともに、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うも

のとします。 

３ 市長は、前項の規定による調査結果の報告を受けた場合において、必要がある

と認めるときは、自らの権限と責任において調査を行い、その結果を議会に報告

するものとします。 

(検証及び公表) 

第１６条 市は、毎年度、いじめの防止等に関する施策の実施状況について、検証



を行い、及び公表するものとします。 

(市立小中学校以外の学校への協力要請等) 

第１７条 市は、学校(市立小中学校を除きます。)に対して、いじめの防止等に関

する施策が確実かつ適切に実施されるよう、必要な情報交換及び協力を求めるこ

とができるものとします。 

２ 市長は、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成１４年法律第１８９号) 

第１２条第２項に規定する学校設置会社をいいます。)が設置する学校が、重大

事態に係る事実関係を明確にするために行った調査に関し、その調査結果の報告

を受けた場合であって、特に必要があると認めるときは、必要な措置を行うこと

ができるものとします。 

(条例の見直し) 

第１８条 この条例は、いじめの防止等に関する施策の実施状況、実施効果等を勘

案し、第１条の目的の達成状況を評価した上で、必要に応じて見直すものとしま

す。 

(委任) 

第１９条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に規則で定めるものとします。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行します。 

 

 

提案の理由 

 わが国において、近年、いじめは深刻化かつ重篤化の一途をたどり、その形態も

目まぐるしく変容しつつある。国においていじめ防止対策推進法が施行され、全国

的にいじめ根絶に向けた対策の推進が図られている。社会全体でいじめを未然に防

止し、早期発見し、また、対処することにより、子どもたちが安心して学ぶことが

できる環境を整備するため、いじめ防止等について所要の定めをいたしたく提案す

るものである。 

 

 


